
個人住民税の申告が必要な人フローチャート

スタート
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

令和8年1月1日現在、
ふじみ野市に住所がありましたか？

はい

令和7年1月1日～12月31日の間
に収入がありましたか？

給与収入は１カ所で、勤務先から給与
支払報告書が提出されていますか？

源泉徴収票の内容以外に、
追加する控除などはありますか？

令和8年1月1日現在、ふじみ野市に事務所・事業
所、自己または家族のための屋敷がありますか？

自身は扶養に入って
いますか？

コンビニで非課税証
明書を発行しますか？

税務署に所得税の確定申告書を提出しますか？（※）

①～③に当てはまるものがありますか？
① 収入金額が記載された税の各種証明書（課税［非課
税・所得］証明書）が必要となる

② 国民健康保険（16歳以上）、介護保険、後期高齢者
医療保険、いずれかの被保険者である

③ 子どもが保育所などを利用中または利用予定である
（育児休業などで休職中の場合も申告が必要）

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

収入は給与収入だけですか？

源泉徴収税額がありますか？

申告は不要です

申告は不要です

申告は不要です

申告が必要です

申告が必要です
市民税・県民税申告書の左上の

「令和7年中に収入のなかった方」の
チェック欄にチェックしてください。

申告が必要です

申告が必要です

（※）収入が公的年金のみの人（国外年金を除く）　公的年金収入金額の合計額が400万円
以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下となる人は、原則所得税
の申告は不要です。この場合、公的年金の支払者から送付される源泉徴収票の内容で計
算するため、源泉徴収票に記載の所得控除以外で追加するもの（社会保険料控除、生命
保険料控除、扶養控除など）がある場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
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2月

10日㈫・12日㈭ 上ノ原・上野台・大原
13日㈮・16日㈪ 川崎・北野・滝・中丸・花ノ木・福岡・元福岡
17日㈫・18日㈬ 上福岡・福岡武蔵野・中ノ島・中福岡
19日㈭・20日㈮ 新田・築地・仲・西原・福岡中央・富士見台・松山・本新田
24日㈫・25日㈬ 池上・霞ケ丘・駒西・駒林・駒林元町・新駒林・水宮
26日㈭・27日㈮ 西・福岡新田・丸山・南台・谷田・清見・長宮

14日㈯ 地域指定無し　例年大変混雑します

ゆ
め
ぽ
る
と

（
大
井
総
合
支
所
2
階
）

3月

3日㈫・4日㈬ 亀久保
5日㈭・6日㈮ 鶴ケ岡・鶴ケ舞・西鶴ケ岡・緑ケ丘
9日㈪・10日㈫ 大井中央・大井武蔵野・東久保・ふじみ野
11日㈬・12日㈭ 市沢・うれし野・苗間・旭
13日㈮・16日㈪ 大井・桜ケ丘

7日㈯ 地域指定無し　例年大変混雑します

日
時
・
場
所

　

左
表
を
参
照
し
て
、
原
則
お
住
ま
い
の
地
域
ご
と
に
指
定
さ

れ
た
日
程
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

毎
日
、
整
理
券
配
布
に
よ
る
入
場
制
限
を
行
い
ま
す
。
受
付

で
整
理
券
を
受
け
取
り
、
庁
舎
内
に
留
ま
ら
ず
、
指
定
の
時
間

に
再
度
受
付
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。順
次
会
場
へ
ご
案
内
し
ま
す
。

　

混
雑
時
は
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
時
間　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

受
付
場
所　

2
月
＝
市
役
所
本
庁
舎
1
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
正
面

玄
関
左
側
）、
3
月
＝
ゆ
め
ぽ
る
と
手
前

※
発
熱
や
風
邪
の
症
状
、
体
調
の

す
ぐ
れ
な
い
人
、
ま
た
は
同
居
家

族
な
ど
に
同
様
の
症
状
が
あ
る
人

は
来
庁
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

事
前
予
約

　
一
部
事
前
予
約
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
枠
数
に
は
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー
ム
か

ら
お
早
め
に
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

電
子
申
告

　

令
和
8
年
度
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
住
民
税

の
電
子
申
告
の
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

川
越
税
務
署
で
は
、
公
的

年
金
の
受
給
者
や
給
与
所
得

者
な
ど
の
申
告
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
税
の
還
付
申

告
は
、
還
付
申
告
を
す
る
年

分
の
翌
年
1
月
1
日
か
ら
5

年
間
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
告
日
の
分
散
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

いいえ

いいえ

2026年2月1日号7


